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成長基盤強化に向けた取組みについて 
～ 「地域活性化融資プログラム」 ～ 

 

  京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）は、「地域社会の繁栄に奉仕する」という理念のもと、京都

府とそれに隣接する滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県の二府三県において、中小企業等へ

の貸出金の推進や経営改善支援等を積極的に取組んでいます。 

  今般、日本銀行から成長基盤強化を支援するための資金供給が実施されることを契機に、

従前からの取り組みを深化させ、下記のとおり成長企業に対する資金供給のさらなる円滑

化を図ってまいります。 

記 

１、取組み名称 

       「地域活性化融資プログラム」 

２、取組み内容 

       地域経済の活性化に繋がる成長分野を担う資金を積極的に支援し、営業エリア内に 

      おいて今後成長が期待できる産業の育成や新たな雇用の創出に繋がる資金への対応 

      を強化いたします。 

       地域特性等を考慮し、特に次の5項目を重点強化項目として推進いたします。 

        ①研究開発、②環境・エネルギー事業、③医療・介護・健康関連産業 

        ④観光事業、⑤農林水産業、農商工連携事業 

       また、資金使途において、①新商品の開発、②新分野への進出、③新たな雇用を伴う設備等、 

      成長基盤に資するものを対象に加え､円滑な供給により地域経済の活性化を支援いたします。 

３、融資総額 

       1,000億円 

４、1件あたりの融資金額 

       1,000万円以上 100億円以下 

５、取り組み（受付）期間 

      平成22年7月から平成25年3月まで 

６、その他 

       日本銀行の成長基盤強化を支援するための資金供給制度の活用は、当初貸出より 

     4年間。 
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